
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
十
八
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
五
十
七
条
の
三
た
だ
し
書
、
別
表
第
一
号

注

た
だ
し
書
及
び
別
表
第
二
号
第

た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
郵
政
省
告
示
第
百
八
号
（
無
線
設
備

20

13

規
則
第
五
十
七
条
の
三
各
号
の
条
件
を
適
用
し
な
い
送
信
装
置
を
使
用
す
る
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
に

係
る
周
波
数
の
許
容
偏
差
又
は
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

Ｆ
一
Ｄ
電
波
又
は
Ｆ
一
Ｅ
電
波
九
二
八
・
五

を
超
え
九
二
九

以
下
の

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

MHz

MHz

周
波
数
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路
の
陸
上
移
動
局(

ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
訓
練
を

二
〇
〇
kHz

行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。)


